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研究成果の概要（和文）： 

本研究においては、インタビュー調査とアンケート調査をもとに、日本、韓国、フランスの

シングルマザーの就労困難性について明らかにしたうえで、3 カ国のシングルマザーに対する

就労支援の現状と課題を、3 カ国のワークフェア政策、家族制度、家族政策を踏まえながら明

らかにした。3 カ国を比較して、就労支援において個別支援を行っていくことが重要であるこ

とが明らかとなったが、同時に、女性が働きやすい環境づくり、多様な家族を認める文化、家

族に対する手当と子育て支援サービスの充実も不可欠であることが明らかとなった。 

 
研究成果の概要（英文）： 

This study clarified, by questionnaire and interview research, how difficult it is to work 

for Japanese, Korean and French mothers of one parent families. Also, this study clarified 

the present conditions and subjects according to workfare, family systems and family 

policies. As a result it became clear that personal job supports are very important and it is 

further important to make good environments for working women. We should form the 

culture which admits various types of families and give sufficient supports to families 

with children. 
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１．研究開始当初の背景 
  家族の個人化の典型例であるシングルマ
ザーは、階級の個人化が進行するリスク社会
では、家族からも、階級からも保護されるこ
とが難しく、社会的排除のリスクを被りやす
い。こうした中、社会的排除のリスクを回避
するために、シングルマザーの就労困難性の

実態と就労を困難にしている要因について、
明らかにするとともに、就労支援の現状と課
題について明らかにすることが重要である
ため、本研究では、これらの点について明ら
かにすることにした。 
 その際、日本、韓国、フランスの３カ国比
較を行うことにした。なぜなら、第１に、３
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カ国を比較することによって、日本、韓国、
フランスの 3カ国のシングルマザーがアメリ
カ化の影響をどのように受け、就労困難性を
抱えているかという点を明らかにできるた
めである。ここでいうアメリカ化とは、グロ
ーバリゼーションに伴う経済の構造転換と
労働形態の転換によってアメリカで起こっ
ているような公的支出の抑制と不安定就労
の増大が世界的に広がっている状況を指す。 
 第２に、同じ様にアメリカ化の影響を受け
ながらも、近代化の帰結である家族の個人化
の度合い、女性労働意識、シングルマザーへ
の差別（家族観）、女性労働政策、家族政策、
ひとり親家族への福祉政策が異なる３カ国
において、シングルマザーの就労困難性の実
態や要因の差異を比較検討することができ
るためである。 
 さらに、本研究では、NPO（非営利組織）
による就労支援に着目した。なぜなら、NPO
は、公的機関にはできない柔軟な支援ができ
るためである。とくに、NPO の活動が活発で
ある韓国とフランスから日本が学ぶべきこ
とは多いという視点から研究を行うことに
した。 
 なお、研究全体を通して、シングルマザー
の就労支援は公的機関におけるジョブトレ
ーニングや職業紹介だけでは上手くいかず、
女性労働やシングルマザーが抱える生活問
題を考慮したものでなければならないとい
う視点から、研究を行うことにした。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、日本、韓国、フランスの

シングルマザーの就労困難性について明ら
かにした上で、３カ国のシングルマザーに対
する就労支援の現状と課題を明らかにし、今
後の就労支援のあり方について検討するこ
とにあった。 

その際、日本、韓国、フランスにおける家
族観、家族制度、家族政策、ワークフェア政
策の同一性や差異性に着目しながら、上記の
テーマについて検討した。また、その際、公
的機関と NPOの役割分担に着目しながら、シ
ングルマザーに対する就労支援のあり方に
ついて検討した。具体的には、上記の事柄を
明らかにするために、韓国のシングルマザー
を対象にインタビュー調査とアンケート調
査を実施し、その結果を、日本のシングルマ
ザーに対して行った調査結果と比較検討し
た。また、日本、韓国、フランスの公的機関
と NPOにおける就労支援の現状と課題につい
てインタビュー調査を行った。さらに、３カ
国の家族制度、家族政策、ワークフェア政策
について明らかにした。 
 
３．研究の方法 
(1)韓国のシングルマザーに対して、就労困

難性に関するインタビュー調査とアンケー
ト調査を行い、日本のシングルマザーに対し
て行った調査結果と比較検討した。具体的な
調査項目は、①シングルマザーに対する偏見
と孤立、②就業の状況、③子育ての状況、④
女性労働に対する意識、⑤子どもの父親から
の養育費に対する意識、⑥ひとり親家族に対
する手当に対する意識であった。 
 
(2)日本、韓国、フランスにおいて、就労支
援を行っている公的機関及び NPOへのインタ
ビュー調査を行い、就労支援状況について検
討した。インタビュー調査を行った組織は以
下の通りである。 
①日本：母子福祉センター、母子家庭等就
業・自立支援センター、しんぐるまざあず・
ふぉーらむ（NPO法人） 
②韓国：自活支援センター、健康家族支援セ
ンター、女性能力開発センター、ひとり親家
族支援ネットワーク、ひとり親家族研究所 
③フランス：Agence Nationale pour l'Emploi、
Caisse Nationale des Allocations 
Familiales 、 Caisse des Allocations 
Familiales、Union Nationale Retravailler、
Fédération Syndicale des Familles 
Monoparentale 
  
(3)日本、韓国、フランスの家族観、家族制
度、家族政策、ワークフェア政策に関する文
献や資料を収集し、3 カ国の比較検討を行っ
た。 
 
４．研究成果 
(1)シングルマザーの就労の困難性 

3 カ国とも、シングルマザーの社会的排除
の問題が社会問題として捉えられていた。た
とえば、日本とフランスにおいて、ひとり親
家族が働いていないとき、約４割から 6割の
世帯が貧困状態になる。 

しかし、フランスでは、働き始めると貧困
状態から抜け出せる家族が急激に増加する
が、日本のひとり親家族は働いても貧困状態
から抜け出せないという点において、両国は
決定的に異なる。そして、韓国も日本と同様
に、シングルマザーの就労状況はよくない。 
 日本と韓国のシングルマザーの就労困難性
については、アンケート調査とインタビュー
調査から以下のことが明らかとなった。 
韓国の離婚率は日本のそれよりも高いため、

この点に基づけば、韓国では日本よりも家族
の個人化が進行しているように見える。また、
国民の登録に関する法律について見れば、日
本では家族単位の登録方法を採用しているの
に対し、韓国では、2005年3月2日（2008年1
月１日施行）から、家族単位から個人単位へ
と切り替わることによって、法律上も家族の
個人化が進行しているといえる。しかしなが



ら、アンケート調査から、日本も韓国におい
ても、シングルマザーに対する偏見が残存す
ることが明らかとなった。シングルマザーに
対する偏見に関しては、日本と韓国の間で、
統計的には有意な差が見られなかったが、相
談相手がいないシングルマザーは日本よりも
韓国の方が多く、日本よりも孤立している韓
国のシングルマザーの状況が明らかとなった。
韓国の人々の家族意識は伝統的であり、ひと
り親家族が極めて生きにくい社会であるよう
である。家族制度を堅持することに大きな価
値を置く儒教文化の「歴史」をもつ日本と韓
国だが、明治時代以来ゆっくりと近代化、西
欧化を体験した日本では儒教文化は薄れ、
人々はひとり親家族を自然に受け入れること
ができるようになっている。しかし、急激に
近代化を迎えた韓国では、未だ儒教文化が残
存し、人々がひとり親家族を自然に受け入れ
るまでにはまだ時間がかかりそうである。 

女性の年齢別の労働力率がヨーロッパのよ
うに逆U字型をとらず、依然としてM字型をと
り、結婚や出産を契機に仕事を辞める女性が
多い文化を有している日本や韓国では、女性
が、ましてや子どもを一人で育てているシン
グルマザーが、男性と同等に正社員として民
間の企業で働き続けることは容易なことでは
ない。また、近年の経済のグローバリゼーシ
ョンの影響下で、失業や非正規雇用が増大し
ている中、シングルマザーが正社員になるこ
とはますます難しくなっている。本研究でも、
日本と韓国ともに、母子家族になってから年
月が経過すると、非正社員から正社員になる
人が増加するものの、日本と韓国とも正社員
の割合は高くなく、韓国のシングルマザーの
正社員の割合は日本のそれよりも一貫して低
いことが明らかとなった。また、韓国の特徴
は、自営業や手伝いをする人の率が日本より
も高く、しかもその値は母子家族になった当
初から年月が経過して増加する点にあること
が明らかとなった。そして、仕事内容や収入
に対して不満を抱いている人の割合も韓国の
方が日本よりも高かった。ただし、日本の場
合も、不安定な雇用に関わるリスクを有して
いることには変わりがない。 

このような不安定な雇用に関わるリスクを
回避するためには労働意欲が重要となってく
るが、将来の仕事の意識については、日本の
場合、正社員になりたいという希望は多いが、
自営業になりたい人の割合は低い。それに対
して、韓国の場合、正社員になりたいという
ニーズと自営業を営みたいというニーズが同
じ割合だった点が特徴的である。また、日本
の場合、専門的な仕事と並んで、事務的な仕
事に就きたい人の割合も多い点が特徴的であ
る。一方、韓国では、日本よりも専門的な仕
事につきたい人の割合が高い点が特徴的であ
る。こうした背景には、韓国には日本よりも

労働市場における男女差別が強いため、シン
グルマザーが事務職に就きにくい、あるいは
事務職についても女性の賃金が安いため安定
した生活ができないという社会状況があると
考えられる。 

また、このことと関連して、韓国のシング
ルマザーの約9割の人は「キャリアアップして
もっと豊かな生活がしたい」と思っているの
に対し、日本のシングルマザーの約4割は「今
の生活水準が維持できれば充分である」と考
えるなど、日本のシングルマザーは韓国のシ
ングルマザーよりも現状維持志向であること
が明らかとなった。こうした背景には、韓国
のシングルマザーの方がより一層経済的に困
窮している状況があると考えられる。また、
日本のシングルマザーも決して経済的に豊か
な生活をしているわけではないにもかかわら
ず、「幼い子どもがいる女性の仕事は所詮この
ようなもの」と、安定した仕事に対して「諦
め観」を抱いている傾向があると考えられる。 

さらに、日本と韓国の傾向性としては、ひ
とり親家族に対する手当てや子どもの父親に
よる養育費を当てにしておらず、とくに韓国
でその傾向が強いことが明らかとなった。 

シングルマザーがキャリアアップするため
には、性別役割分業観を捨て、男性と同等に
フルタイムで働くことが前提となってくる。
注目すべきことは、伝統的な儒教意識が強い
韓国のシングルマザーの方が日本よりも夫が
妻と同じくらい家事・育児に関わるべきであ
ると、「民主的な家族」観（A・ギデンズ）を
もっている割合が高いということである。現
代の韓国では、家庭内における妻と夫の役割
分担に関する民主的な価値観は許容できるが、
ひとり親家族という家族形態を受容する価値
観までは受け入れられないということなのだ
ろうか。ここにも、韓国における伝統的な儒
教文化の名残を垣間見ることができる。 

ただし、日本と韓国とも、小学生以下の子
どもがいる場合、フルタイムで働くことを避
けるべきであると、古い性別役割分業観を有
しているシングルマザーが多かった。この点
が、女性の労働力率が高いフランスとは決定
的に異なる点である。また、たとえフルタイ
ムで働きたいと思っても、シングルマザーは、
就労を困難にさせる家族のリスクを１人で受
けとめなければならないため、両親のいる家
庭よりも仕事と子育てを両立することが難し
い。とくに、親族ネットワークが日本よりも
強いと思われている韓国のシングルマザーの
方が、日本よりも親族や周囲から支援が得ら
れていないという結果は驚くべき結果である。
親族に対しても、ひとり親家族であるがゆえ
に、親族や周囲の支援を遠慮しがちな韓国の
シングルマザーの孤独が浮かび上がってくる。 

 
(2)シングルマザーに対する就労支援 



2002年の日本の母子福祉改革の論点は、児
童扶養手当を受給後５年後（３歳未満の子ど
もを育てている場合には子どもが３歳にな
ってから５年後）最大２分の１削減できる一
方、就労支援を強化していくワークフェア政
策にあった。 

こうした中、シングルマザーに対して就労
支援を行っている日本、韓国、フランスの非
営利組織に対するインタビュー調査結果と
先に示した調査結果をもとに、シングルマザ
ーの就労支援のために以下の 3つの点が必要
であることが明らかとなった。 

第１に、日本と韓国では女性に差別的な労
働市場構造そのものを変えていくことが何よ
りも必要である。 

第２に、日本と韓国のシングルマザーの就
労率はフランスと比較してすでに高い。それ
ゆえ、日本と韓国では、不就労者を就労させ
る就労支援対策というよりはむしろ、すでに
就労している女性が専門的な職業に就けるよ
うな、職業教育、職業訓練を強化していくこ
とが重要である。その際、日本と韓国のシン
グルマザーに対しては、古い性別役割分業観
を脱するための女性労働教育を充実させる必
要がある。ただし、シングルマザーには、一
般的な女性労働教育のみならず、シングルマ
ザーの生活問題に具体的に対応できるような、
シングルマザー固有の女性労働教育を充実し
ていくべきである。 

また、フランスでは、「個々人の状況に合っ
た就労支援」が重視されていたが、日本と韓
国でも、個人の状況に合わせたきめ細やかな
就労支援が必要である。 

第３に、シングルマザーに対する就労支援
は、就労に対する直接的支援のみならず、子
育てに関わることなど、生活全体への支援の
充実が欠かせない。具体的には、以下の５点
が重要である。 
① ケースワークとグループワークの両方 

によって、シングルマザーの抱えている悩み
を解消する必要がある。フランスでは、Caisse 
des Allocations Familiales(CAF)が、子ども
のいる家族へ家族手当を支給したり、貧困家
族への経済的支援を行うとともに、ひとり親
家族の悩みを解消するために、ケースワーク
やグループワークを行っていた。日本でも、
ケースワークとグループワークが活発に行わ
れるべきである。 

② 現在日本では、ひとり親家族の自宅で 
子どもを支援する実践は、一部の地域を除き、
十分に行われていないが、韓国の一部の地域
では、健康家族支援センターがこの種の実践
を活発に行い、子どもたちによい影響を及ぼ
していた。日本でも、今後、この種の実践が
活発になされる取り組みが必要である。 
③ 日本では、シングルマザーが子ども 

を保育所に預けたくても、定員が一杯のため

保育所に子どもを預けられないという現状
がある。フランスには、このようなシングル
マザーに対して、期間限定で、保育のための
給付金を支給する制度が存在する。日本でも、
この種の給付金を創設する必要がある。  

④ 日本と韓国では、別れた親から養育 
費を受け取れない子どもが少なくないが、今
後、養育費の回収や養育費を回収できなかっ
た場合に手当を支払うフランスの CAFによる
制度を参考にしながら、日本の養育費制度を
根本的に改革すべきである。 
⑤ 日本と韓国では、同居していない親 

と面会することが難しい子どもが少なくな
いが、フランスでは、別れた親子の面会を促
す家族調停を行う民間組織の活動が活発で
ある。今後、日本でこの点に関する研究及び
実践が求められる。 
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